
次世代育成支援行動計画進捗状況ࡘい࡚ 

 

㸯 計画ࡢ策定背景法的根拠 

 急速࡞少子化ࡢ進行ࠊࡣ社会経済全体極࡚ࡵ深刻࡞影響を与え࡛ࡢࡶࡿあࡿこࠊࡽ国ࡣ少子化

ᖹ成ࠊࡵたࡿ取組を推進す࡞総合的ࡢࡵたࡿを変えࢀ流ࡢ 15 ᖺ 7 月ࠕ次世代育成支援対策推進法ࠖ

を制定しましたࠋ 

 こࡢ法ᚊࡣ 10 ᖺ間ࡢ時限立法ࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞少子化ࡢ流ࢀを変えࡿたࡵ集中的࣭計画的的࡞取組

を促進すࡿこを目的ࠊ地方බ共団体対しࠊ行動計画を策定すࡿこを義務付け࡚いますࠋ 

 

㸰 あࡿࡁ野市࠾けࡿ次世代育成支援行動計画ࡢ位置࡙け 

 次世代育成支援行動計画ࠊࡣあࡿࡁ野市࠾けࡿ市ࠊ民間業者等ࡢ子ࡶ関連すࡿ支援策をࡢ総

合的࡞指針࡛ࡢࡶࡿ࡞すࠋ 

 

㸱 計画ࡢ期間 

 こࡢ計画ࡣ㸳ᖺを㸯期した計画࡛ࠊᖹ成 17ᖺ度ࡽ 21ᖺ度ま࡛を前期計画ࠊᖹ成 22ᖺ度ࡽ 26

ᖺ度ま࡛をᚋ期計画し࡚10ࠊᖺ間わた࡚ࡗ各種子育࡚支援施策ࡢ充実ࡀ図࡚ࢀࡽいますࠋ 

 ᖹ成 

 17ᖺ度 18ᖺ度 19ᖺ度 20ᖺ度 21ᖺ度 22ᖺ度 23ᖺ度 24ᖺ度 25ᖺ度 26ᖺ度 

あき僱野市 

次世代育成 

支援行動計画 

前期計画      

    
改定 後期計画凚現行計画凛 

 

㸲 計画ࡢ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凣  保育サービスの充

実、地域、家庭にお

け僱子育僌の支援 

ձ 子育࡚支援サ࣮ビスࡢ充実    ղ 保育サ࣮ビスࡢ充実機 

ճ 子育࡚支援ࡢネッࢺワ࣮ク࡙ࡾࡃ մ 仕子育࡚ࡢ両立支援ࡢ推進 

凤 健康僋く僰の充実 
ձ 母子ࡢ健康維持࣭増進   ղ 学童期࣭思春期ࡢ健康࡙ࡢࡾࡃ支援 

ճ 地域ࡢࡽ健康࡙ࡾࡃ    մ 食育ࡢ推進    յ 心ࡢ健康࡙ࡾࡃ 

凥 健康僋く僰の充実 
ձ 母子ࡢ健康維持࣭増進   ղ 学童期࣭思春期ࡢ健康࡙ࡢࡾࡃ支援 

ճ 地域ࡢࡽ健康࡙ࡾࡃ    մ 食育ࡢ推進    յ 心ࡢ健康࡙ࡾࡃ 

処 要保護児童への 

対応の充実 

ձ 児童虐待防止対策ࡢ充実   ղ ひࡾ親家庭等へࡢ支援ࡢ充実 

ճ 障ࡀい児施策ࡢ充実 

凧 子育僌を支援す僱 

生活環境の整備 
ձ 良好࡞居住環境ࡢ整備   ղ 子ࡢࡶ安全確保 

子ࡶたちࡧࡢࡧࡢࡀ育ち、楽ࡋく子育࡚ࡿࡁ࡛ࡀ環境࡚ࡋࡊࡵࢆ 



 

㸳 計画ࡢ進捗状況㸦主࡞項目㸧 

次世代育成支援行動計画ࡢ主࡞保育サ࣮ビスࡢ一覧࡛すࠋ 

事業名 項目 
計画期間 目標  26ᖺ度対

すࡿ達成度 

(Ａ～㹂) ᖹ成22ᖺ度 ᖹ成23ᖺ度 ᖹ成24ᖺ度 ᖹ成26ᖺ度 

通常保育事業 

定員 1,678人 1,708人※㸯 1,736人※㸯 

待機児童の解消を目指

します䚹 
Ａ 

設置所数 15所 15所 15所 

入所児童数 1,811人 1,809人 1,811人 

待機児童数

※2 47人 38人 16人 

延長保育事業 
設置所数 13園 13園 13園 民間保育園䛷1園1時間の

延長保育を実施します䚹 
Ａ 

延利用者数 457人 803人 807人 

休日保育事業 
設置所数 1園 1園 1園 

⥅⥆実施します䚹 Ａ 
利用人数 延151人 延164人 延70人 

病児࣭病後児保育事業 
設置所数 1園 1園 1園 

⥅⥆実施します䚹 Ａ 
利用人数 延22人 延8人 延3人 

幼児教育対すࡿ支

援事業

※3 

定員 1,270人 1,270人 1,270人 

⥅⥆実施します䚹 Ａ 

施設数 6園 6園 6園 

市内児童数 1,006人 982人 1,011人 

市外児童数 95人 103人 112人 

市外幼稚園通園児数 66人 60人 56人 

学童クࣛࣈ事業 

定員 735人 735人 745人 
今後䜒既存公共施設の有

効利用䛺䛹の検討を進

䜑䚸待機児童の解消䛻努

䜑ます䚹 

Ａ 

設置所数 13所 13所 13所 

入所児童数 664人 689人 701人 

特例利用数 62人 124人 121人 

待機児童数

※2 30人 22人 21人 

子育࡚ࡦろࡤ事業 

設置所数 2所 3所 3所 

⥅⥆実施します䚹 Ａ 相談件数 97件 174件 186件 

利用人数 - 3,730人※4 6,114人 

一時預ࡾ事業 
設置所数 11所 12所 12所 

⥅⥆実施します䚹 Ａ 
利用人数 延502人 延369人 延437人 

子育࡚短期支援事業 

㸦トワイࣛイトステイ事業㸧 

実施所 - - - 保護者の要望や状況を確

認し䛺が䜙実施䛻つい䛶検

討します䚹 

㹁 
利用人数 - - - 

子育࡚短期支援事業

㸦ショ࣮トステイ事業㸧 

定員 10人 10人 10人 

⥅⥆実施します䚹 Ａ 

 0歳2ࡽ歳 5人 5人 5人 

 3歳5ࡽ歳 5人 5人 5人 

実施保育所数 1所 1所 1所 

所

利用人数 延132人 延155人 延77人 

ァミ࣮࣭ࣜサポ࣮ࣇ

ト࣭センタ࣮事業 

設置所数 1所 1所 1所 

⥅⥆実施します䚹会員の

増加を推進します䚹 
Ａ 

会員数 

499人 

提供：155人 

依頼：319人 

両方：25人 

577人 

提供：171人 

依頼：379人

両方：27人 

630人 

提供：183人 

依頼：419人 

両方：28人 

新生児訪問࣭ 

こࢇちࡣ赤ちࢇࡷ

事業 

出生者数 681人 655人 622人 
訪問指導員䠄民生委員

等䠅䛻䜘䜚乳幼児家庭全

戸訪問を実施します䚹 

Ａ 新生児訪問 257人 296人 389人 

こࢇちࡣ赤ちࢇࡷ訪問  372人 337人 223人 
※㸯  Ｈ23ᖺ度ࡣ神明保育園ࡂࡘࡼࠊ第保育園ࠊ東秋留保育園࡛各10人ࡢ定員増ࠋＨ24ᖺ度ࡣ建替えࡾࡼ東秋留保

育園࡛20人ࠊ光明第භ保育園࡛㸶名ࡢ定員増 
※㸰  通常保育業ࠊ学童クラブ業ࡢ待機児童数4/1ࡣ時点ࡢ人数࡚ࡗ࡞いますࠋ 

Ｈ25.4.1時点ࡢ待機児童数ࡣ通常保育業㸱㸳人ࠊ学童クラブ業㸰㸮人ࠊ特例利用数㸯㸯㸶人 
※㸱  幼児教育対すࡿ支援業ࡢ児童数等࣮ࢹࡢタ5/1ࡣ時点ࡢ人数࡚ࡗ࡞いますࠋ 

   Ｈ25.5.1時点ࡢ市内児童数㸷㸱㸱人ࠊ市外児童数㸯㸰㸰人ࠊ市外幼稚園通園児数㸲㸵人 
※㸲  ᖹ成㸰㸱ᖺ㸷月子育࡚ひࡤࢁいࡘいちを開設したたࡢࡵ利用者増 

䛆評価基準䛇 

 A：定常的実施 

 B：一部着手 

 C：未着手 

 D：完了 



■「あきる野市次世代育成支援行動計画」平成２４年度実績、平成２５年度取組状況　ヒアリングシート■「あきる野市次世代育成支援行動計画」平成２４年度実績、平成２５年度取組状況　ヒアリングシート■「あきる野市次世代育成支援行動計画」平成２４年度実績、平成２５年度取組状況　ヒアリングシート■「あきる野市次世代育成支援行動計画」平成２４年度実績、平成２５年度取組状況　ヒアリングシート 平成26年1月

事業
（具体的な施策・内容）

平成２６年度までの目標・方向性

２６年度目標に
対する達成度
（評価）
（A　B　C　D）

平成２４年度（実績・取組状況）
２６年度目標に
対する達成度
（評価）
（A　B　C　D）

      平成２５年度(予定・進捗)

１　地域における子育ての支援１　地域における子育ての支援１　地域における子育ての支援１　地域における子育ての支援

（１）　子育て支援サービスの充実（１）　子育て支援サービスの充実（１）　子育て支援サービスの充実（１）　子育て支援サービスの充実

○子ども家庭支援センター

　子どもの健やかな成長及び福祉の向上を図るため、子ども及
び家庭に関する総合相談、子育て支援サービスの調整、子育て
講座の開催、子育てグループ等の育成及び支援を行っていま
す。

継続実施します。
相談事業等の周知を図ります。
土、日、夜間業務や保護者の交流や子育てに関す
る悩みなどが気軽に相談できる場の開設について
検討します。
平成２２年度に総合的な子育てガイドブックを作成し
ます。

B

リーフレット、通信誌及びメール配信等により相談事業等について周知
を図った。各機関との連携の強化のための会議、連絡会の開催、参加
した。センター事業の説明会を実施した。特に、保育園、幼稚園等と連
携強化を図るため、園訪問をについて検討した。ニーズに合った講座
の実施及びアンケートを実施した。子育てひろばとの相談連携方法等
(巡回、連絡会等)について検討した。子育てグループ等との交流会や
意見交換会の実施した。グループ活動の場の提供を実施した。

B

リーフレット、通信誌及びメール配信等により相談事業等について周知
を図る。
各機関との連携の強化のための会議、連絡会の開催、参加。特に、保
育園、幼稚園等と連携及び周知を図るため、園訪問を実施した。ニーズ
に合った講座の実施及びアンケートの実施。センター事業の説明会の
実施。子育てひろばとの相談連携方法等(巡回、連絡会等)について調
整。子育てグループの交流会等を実施。グループ活動の場を提供。地
域の子育て支援の場である児童館及び学童クラブを訪問し、利用状況
等の調査を実施した。

○ファミリーサポートセンター

　地域において、育児の援助を行う者と育児の援助を受けたい
ものからなる会員組織の相互援助活動の実施に向けて検討し
ます。

継続実施します。
会員の増加を推進します。

A

月例事業説明会の実施（土曜日開催も含む）、会員交流会の開催し
た。自治会・町内会、学校等を通じたリーフレット等による啓発活動の実
施した。提供会員数183人、依頼会員数419人、　両方会員28人、合計
630人
活動件数2,001件

A

月例事業説明会の実施（土曜日開催も含む）、会員交流会の開催、自
治会・町内会、学校等を通じたリーフレット等による啓発活動の実施し、
特に、提供会員の増員を図る。

○子育てひろば事業

　地域の子育て家庭を支援するため、子育てひろば事業を実施
する施設として市内の保育所等を指定し、その機能を活用して
子育てに関する相談、育児講座等の啓発活動、子育てサークル
等の育成などを行っています。

継続実施します。
五日市地区での事業実施について検討します。

A

秋川あすなろ保育園、西秋留保育園の事業は継続実施。
26年度までの目標であった、子育てひろばいつかいちが平成23年9月1
日に開設した。子育てひろばいつかいちは保育士が常駐し交流、集い
の場の提供や子育て等の相談、講習会等を実施。
・子育てひろばにしあきる…開設日（246日）、相談（14件）、利用人数
（大人240人・子ども262人）講座（10回）
・子育てひろば秋川あすなろ…開設日（234日）、相談（44件）、利用人数
（大人414人・子ども433人）講座（6回）
・子育てひろばいつかいち…開設日（244日）、相談（128件）、利用人数
（大人2307人・子ども2458人）講座（40回）

A

H25年度から「子育てひろばいつかいち」と「子育てひろば秋川あすな
ろ」が保育士が常駐し交流、集いの場の提供している。
周知活動の充実（ホームページ、ちらし配布）を行い、利用者拡大に努
めている。
３施設の連絡会を行い情報の共有、交換を行うことで更なる充実を図る
取組を始めた。

○児童手当の支給　※子ども手当の支給

　児童手当（平成２４年４月から）…国の制度として、保護者が所
得制限等の要件を満たしている中学生までの児童に対し、３歳
未満には15,000円、3歳以上小学校修了前の第１、２子には月
額10,000 円、第３子以降は月額15,000 円、中学生には10,000
円、所得限度額を超えている世帯には一律5,000円の手当を受
給者（保護者、養育者等）に年３回、１回４ヵ月分をまとめて支給
しています。※平成24年4月から児童手当、平成24年6月から所
得制限導入

子ども手当（平成２２年４月から平成２３年３月まで）…国の制度
として、15歳以下の子どもを扶養する保護者等に対し月額
13,000円を支給。

平成２２年度から、次代の社会を担う子ども一人ひ
とりの育ちを社会全体で応援するという趣旨のもと、
児童手当に代わり、子ども手当を創設し、支給額の
増額及び対象を中学生終了前（１５歳到達後の最初
の３月３１日まで）の生徒に拡大する予定。

A

平成23年10月から支給額等が変更。開始及び修了年齢は変更なし。
平成24年4月から制度変更になり、名称が子ども手当から児童手当に
変更。平成24年6月から所得制限導入。
子ども手当受給者数　12,310人（小学校修了前8,701人、中学生2,152
人、里親16人）
児童手当受給者数　12,156人（小学校修了前8,535人、中学生2,215人、
里親19人）

A

国の制度にあわせて継続実施しています。

○乳幼児医療費の助成

　東京都の制度として、保護者が所得制限の要件を満たしてい
る小学校就学前までの児童に対し、医療機関で支払う医療費を
助成しています。

継続実施します。
国の制度となるよう要望します。

A

継続実施します。

A

所得制限の撤廃や国の制度となるよう要望しています。

○義務教育就学児医療費の助成

　東京都の制度として、保護者が所得制限の要件を満たしてい
る義務教育就学期にある児童に対し、医療機関で支払う医療費
を助成しています。

平成２１年１０月から、助成額の拡大を図りました。
所得制限の撤廃や国の制度となるよう要望します。

A

平成24年10月から所得制限が緩和（児童手当と制限額が同額）され、
対象者が増加した。

A

所得制限の撤廃や国の制度となるよう要望しています。

○幼児クラブ

　２・３・４歳児の親子を対象に、集団活動を通して幼児の遊びと
母親同士の子育ての交流の場として実施する児童館幼児クラブ
の充実を図ります。

継続実施します。
各館年間３０回程度実施します。

A

児童館にて毎週金曜日に実施しているほか、運動会等の合同行事も実
施。

A

継続実施します。
児童館にて毎週金曜日に実施しているほか、運動会等の合同行事も実
施。

項
目

既定計画（平成22年3月）               Ｈ２４年度　進捗状況・評価          Ｈ２５年度　進捗状況・評価
【評価基準】

A：定常的実施

B：一部着手

C：未着手
D：完了



■「あきる野市次世代育成支援行動計画」平成２４年度実績、平成２５年度取組状況　ヒアリングシート■「あきる野市次世代育成支援行動計画」平成２４年度実績、平成２５年度取組状況　ヒアリングシート■「あきる野市次世代育成支援行動計画」平成２４年度実績、平成２５年度取組状況　ヒアリングシート■「あきる野市次世代育成支援行動計画」平成２４年度実績、平成２５年度取組状況　ヒアリングシート 平成26年1月

事業
（具体的な施策・内容）

平成２６年度までの目標・方向性

２６年度目標に
対する達成度
（評価）
（A　B　C　D）

平成２４年度（実績・取組状況）
２６年度目標に
対する達成度
（評価）
（A　B　C　D）

      平成２５年度(予定・進捗)

項
目

既定計画（平成22年3月）               Ｈ２４年度　進捗状況・評価          Ｈ２５年度　進捗状況・評価
【評価基準】

A：定常的実施

B：一部着手

C：未着手
D：完了

○入院助産費の支給

　東京都の制度で、出産に当たって、保健上必要であるにもか
かわらず、経済的な理由で病院又は助産所に入院できない妊
産婦の方を対象に、その費用を助成します。対象となる方は、生
活保護世帯や住民税非課税世帯等となります。

継続実施します。

A

継続実施します。
3件

A

経済的な理由で入院することが困難な方に対して、出産費用を助成し
ています。

○児童館の整備、事業内容の充実

　児童の健全な遊びを通じ、健康な身体の育成と豊かな情操を
養うとともに児童福祉の向上を図るため、各種の体験活動を実
施しています。

年間利用者数 35,000人以上、１日の平均利用者数
120 人以上を維持します。
各種の体験活動を進めます。
耐震基準に適合しない児童館の耐震化を図ります。
児童館が設置されていない小学校区に設置されて
いる児童クラブ事業を充実し、子どもの遊び場を確
保します。

A

耐震基準に適合しない児童館の耐震補強工事実施済。
児童館事業は継続実施。

A

児童館事業は継続実施。

○放課後対策事業

　児童館が設置されていない小学校区に設置されている児童ク
ラブを充実し、子どもの遊び場を確保します。

継続実施します。
年間利用者数 5,800人以上、１日の平均利用者数
20人以上を維持します。 D

小宮小学校、戸倉小学校の統廃合に伴い事業目的を達成。平成２３年
度末、小宮児童クラブを廃止。平成２４年度末、戸倉児童クラブ廃止。

D

完了。

○放課後子ども教室

　小学校の放課後の子どもたちの安全で、安心な居場所づくり
を、地域の方々の協力を得て、子ども同士が異年齢の中で自由
に遊び、地域の人が得意な分野を教えてくれたり、体験を通して
子ども達を見守ります。

継続実施します。

A

・草花小学校放課後子ども教室（全24回、登録児童数182人、延べ
2,354人）
・多西小学校放課後子ども教室（全27回、登録児童数197人、延べ
2,446人）
・東秋留小学校放課後子ども教室（全20回、登録児童数107人、延べ
1,038人）

A

４校で実施（・草花小学校放課後子ども教室・多西小学校放課後子ども
教室・東秋留小学校放課後子ども教室・五日市小学校放課後子ども教
室)

○幼稚園における就園前児童の子育て支援事業

　市内幼稚園において、未就園児やその保護者に対して実施し
ている子育て事業の充実を図るよう検討します。

継続実施します。

A

子育て相談　３園
子育て井戸端会議　２園
未就園児の保育　５園
園庭・園舎の開放　６園
子育て情報の提供　３園
子育て講座・講演会　２園

A

継続実施します。

（２）　保育サービスの充実（２）　保育サービスの充実（２）　保育サービスの充実（２）　保育サービスの充実

○通常保育事業 待機児童の解消をめざします。
誠和保育園は、平成２１、２２年度に建替え工事を
実施します。秋川あすなろ保育園は、平成２２年度
に増築工事を実施します。これにより定員が、誠和
保育園で平成23年1月（定員130人）に30人増加、秋
川あすなろ保育園で平成２３年４月（定員150人）に
30人増加します。
東秋留保育園は、平成２３年４月１日に民設民営化
し、その後、２年以内に建替え工事を実施します。こ
れにより定員が（定員150人）30人増加します。

A

認可保育所　市立３園、私立１２園
定員　1,736人、入所児童数　1,811人（平成25年3月31日現在）
待機児童数　16人（平成24年4月1日現在）
定員増
建替えによる定員増　東秋留保育園　20人
　　　　　　　　　　　　　　光明第六保育園　8人 A

待機児童の解消をめざします。
定員増
建替えによる定員増　増戸保育園　21人
　　　　　　　　　　　　　　五日市わかば保育園　10人
また現在、五日市保育園が増改築の工事中であり、今後定員の増加が
見込まれている。

○保育所の増改築の推進

　老朽化の進む公立保育所を中心に増改築を進めると共に、私
立保育所に対しては、増改築に係る補助事業を検討します。

誠和保育園は、建替え工事。秋川あすなろ保育園
は、増築工事を平成21・22年度に実施します。
東秋留保育園は、民営に移設後、建替え工事を実
施します。
老朽化の進む私立保育園にあっては、国の補助制
度を活用し、補助事業を実施します。

A

東秋留保育園、五日市わかば保育園、光明第六保育園、増戸保育園、
増改築工事完了。
五日市保育園、平成24年12月工事着手

A

平成26年3月五日市保育園、増改築替工事完成予定

○乳幼児一時預かり事業（一時保育事業）

　保護者が疾病等の理由により、一時的に家庭で児童を保育す
ることが困難になった場合に、定員に達していない保育所等を
活用し、保護者に代わって当該児童を一時的に保育していま
す。

継続実施します。

A

実施施設：市内私立保育園12箇所
利用者実人数:111人
延べ日数：571人

A

希望者が増えてきているため、多くの利用ができるよう実施施設へお願
いをしてる。
育児疲れなどでリフレッシュしたいときなどに利用しやすいようにホーム
ページ等で周知して募集している。

○乳幼児短期保護（ショートスティ）事業

　保護者が疾病等の理由により、児童の保育が一時的に困難と
なった場合に、保護者に代わって当該児童を一時的に施設に保
護し、必要な保育を行っています。

継続実施します。

A

1か所
定員　0歳から2歳　5人
3歳から5歳　5人 A

継続実施しています
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事業
（具体的な施策・内容）

平成２６年度までの目標・方向性

２６年度目標に
対する達成度
（評価）
（A　B　C　D）

平成２４年度（実績・取組状況）
２６年度目標に
対する達成度
（評価）
（A　B　C　D）

      平成２５年度(予定・進捗)

項
目

既定計画（平成22年3月）               Ｈ２４年度　進捗状況・評価          Ｈ２５年度　進捗状況・評価
【評価基準】

A：定常的実施

B：一部着手

C：未着手
D：完了

○病後児保育事業

　市内に住所を有し、保育所に通所している児童で、病気の回
復期にある児童を、集団保育の困難な期間に保育所に付設さ
れた施設等において一時的に預かっています。

継続実施します。
平成２１年度から、利用申込を直接園で行えるよう
に変更しました。 A

利用者:2人
延べ日数:3日
申し込み方法の変更により診断書をとる際にも医療助成が受けられる
よう変更した。

A

継続実施しています
１園　定員　４人

○トワイライト（夜間一時預かり）事業

　児童を養育している家庭の保護者が仕事その他の理由によ
り、恒常的に帰宅が夜間にわたる場合や休日に不在の場合等
で、児童に対する生活指導や家事の面等で困難を生じている場
合に、その児童を児童福祉施設等において、おおむね午後10
時まで又は宿泊で生活指導、食事の提供等を行うことを検討し
ます。

保護者の要望や状況を確認しながら実施について
検討します。

C

保護者の要望や状況を確認しながら検討します

C

保護者の要望や状況を確認しながら、実施について検討しています。

○延長保育事業

　市内の保育所に通所している児童の保護者が仕事その他の
理由により、帰宅が遅れる場合に保育を延長して児童を預かっ
ています。

民間保育園で1園1時間の延長保育を実施します。

A

１時間延長　11園（私立11園）
（公立2園で30分延長実施）

A

１時間延長　11園（私立11園）
（公立2園で30分延長実施）

○休日保育事業

　市内に住所を有し、認可（平成１９年改正）保育所に通所して
いる児童で、保護者の就労等により休日における保育に欠ける
児童に対して保育を行っています。

継続実施します。

A

1園
延べ利用人数　70人
（実人員　10人） A

継続実施します。

○低年齢児保育

　公立・私立保育所の増改築や私立保育所の分園などにより低
年齢児の保育定員を増やすと共に、定員枠を弾力的に運用し、
待機児の解消を図っています。

継続実施します。
東秋留保育園は、平成２３年４月１日に民設民営化
し、その後、２年以内に建替え工事を実施します。建
替後に０歳児保育を実施します。 A

私立保育園12園で0歳児保育実施。

A

継続して拡大を図ります。

○家庭福祉員事業

　市の認定を受けた家庭福祉員が、その家庭において生後３ヶ
月目から３歳未満の児童を対象に、保護者が就労等の理由に
より児童を保育することに欠ける場合に、保護者に代わり児童
を保育しています。

継続実施します。

A

家庭福祉員1人（草花地区）
延べ人員　99人

A

継続実施します。

○公立保育所の民間委託化の促進

　「あきる野市行政改革大綱」に基づき、公立保育所を補修など
の上、民間へ委託することにより、経営の効率化を図っていま
す。

平成２３年度に東秋留保育園及び西秋留保育園を
民設民営化します。

D

東秋留保育園、西秋留保育園を平成23年4月1日より民設民営化

D

○幼稚園預かり保育事業

　幼稚園児の保護者が就労等で幼稚園の基本保育時間での送
迎に間に合わない場合、幼稚園での預かり保育を実施する事
業。

継続実施します。

A

6園実施
1,049日　18,293人

A

継続実施します。
６園で実施

○保育園・幼稚園の園庭開放 継続実施します。

A
公立保育園３園、私立保育園１2園、私立幼稚園６園

A
継続実施します。

○学童クラブ事業

　放課後、家庭において保護者の労働等により適切な監護が受
けられない市内小学校在学の１～４年生の児童に、仲間作りや
遊びを通してたくましい体や心の育成を目的に、概ね下校時か
ら午後５時４５分まで（学校休業日は午前９時から午後５時４５分
まで）の間、児童厚生施設（市内８ヶ所の児童館及び２ヶ所の学
童クラブ施設）で預かることにより、子育て支援の充実を図って
います。

平成２１年度では、学童クラブ数を3か所増設し、13
か所とし、入会定員を96人増員し、730人とします。
平成２２年度には、秋留台学童クラブで開設時間を
午後７時まで延長したモデル事業を始めます。
今後も既存公共施設の有効利用などの検討を進
め、待機児童の解消に努めます。 A

若葉児童館耐震補強工事に併せて実施した改修工事により10名定員
増加。

A

若竹児童館耐震補強工事に併せて実施した改修工事及び多西第2学
童クラブ開設工事等により45名定員増加。

○障がい児保育事業

　集団保育が可能な障害程度で、保育を必要とする児童を対象
に障害児保育事業を行っています。

継続して実施します。

A

保育園　14園　（受け入れ人数　41人）
幼稚園　5園　（受け入れ人数　25人）

A

継続実施します。
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（具体的な施策・内容）

平成２６年度までの目標・方向性

２６年度目標に
対する達成度
（評価）
（A　B　C　D）

平成２４年度（実績・取組状況）
２６年度目標に
対する達成度
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（A　B　C　D）
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既定計画（平成22年3月）               Ｈ２４年度　進捗状況・評価          Ｈ２５年度　進捗状況・評価
【評価基準】

A：定常的実施

B：一部着手

C：未着手
D：完了

○認証保育所の充実

　低年齢児保育の需要への対応を図るため、小規模で家庭的
な認証保育所の活用を進めています。

継続して実施します。

A

市内2園
利用人数　延べ693人
市外園8園
利用人数　延べ99人
合計利用人数　延べ792人

A

継続実施します。

（３）　子育て支援のネットワークづくり（３）　子育て支援のネットワークづくり（３）　子育て支援のネットワークづくり（３）　子育て支援のネットワークづくり

○子育て関連情報提供の推進

　子育て支援に関連する事業の情報を福祉と教育から情報収
集し、その他市内の保育所や幼稚園の各方面から子育て支援
自主活動の情報も収集して、子育て支援情報誌を発行し、子育
て関連情報の提供をしています。

るのキッズ通信の作成・配布を継続実施します。
のびのびサポートブックをさらに発展させた、仮称
「新のびのびサポートガイドブック」を平成２２年度に
作成・配布します。 A

るのキッズ通信（旧子育て支援情報誌）年間４回　各回1,500部発行
総合的な子育て支援ガイドブックの作成発行
年間800部
子育て情報メール「るのキッズ通信」の配信、登録者数826件(平成25年
3月27日配信日現在 )

A

るのキッズ通信（旧子育て支援情報誌）年間４回　各回1,500部発行
総合的な子育て支援ガイドブックの作成発行
年間800部
子育て情報メール「るのキッズ通信」の配信

○子育てグループ等への支援

　地域の子育てグループ（子育てサークル）に関する情報を把握
し、情報提供と情報交換のための機会を設定します。また、子育
てグループ育成のための支援や参考図書等の貸し出しを行って
います。

毎年開催される「子育て講座」から新しく出来るグ
ループの支援や全体の交流会を開催し、情報交換
等、親睦を図ります。

A

連絡会、交流会の開催
グループ活動の場の提供、47回
図書の貸し出し

A

連絡会、交流会の開催
グループ活動の場の提供及び図書の貸し出し

○保育所・幼稚園地域活動

　保育所・幼稚園の情報公開を進めるとともに、地域交流・世代
間交流の機会を持つなど、地域に開かれた保育所・幼稚園をめ
ざしています。

継続実施します。
保育園等を通じて事業を周知していきます。

A

公立保育園３園、私立保育園１2園、私立幼稚園６園

A

継続実施します。

○保育所・幼稚園・児童館における子育て相談の充実

　市内の保育所・幼稚園・児童館では、地域の子育て家庭の相
談に応じる窓口が設置されており、子育てに不安を持つ親の悩
み等の解決を図っています。

継続実施します。

A

公立保育園３園、私立保育園１2園、私立幼稚園６園、児童館10館

A

継続実施します。

（４）　仕事と子育ての両立支援の推進（４）　仕事と子育ての両立支援の推進（４）　仕事と子育ての両立支援の推進（４）　仕事と子育ての両立支援の推進

○男女共同参画

　あきる野市男女共同参画計画「あきる野男女共同参画プラン」
に基づき、性別役割分担意識の解消を図り、男女がお互いの個
性を認め合いながら、いきいきと暮らしていく社会の実現のため
に意識啓発等を実施しています。

継続実施します。

A

男女共同参画推進市民会議を開催
あきる野男女共同参画計画
「第３次あきる野男女共同参画プラン」（平成２５年度～平成２９年度）策
定 A

「第３次あきる野男女共同参画プラン」に基づく施策を実施します。

○育児休業制度等の普及啓発

　市民や市内事業者を対象に、広報などでのＰＲにより育児休
業制度などの各種就労支援制度の普及啓発を進めています。

継続実施します。
可能な限り広報などでのＰＲに努め、特に事業者へ
のＰＲが必要と考えられるものについては、商工会
に周知依頼をする等、普及啓発を進めます。 B

公共施設の案内コーナーなどに、リーフレット・パンフレットを置く

B

　公共施設の案内コーナーなどに、リーフレット・パンフレットを置くととも
に、商工会に関連企業への周知を依頼。

○再就職支援の充実

　就労意欲を持つ子育て中の女性に対して、ワーキングセミ
ナーを開催することにより、再就職に資する情報の提供を行って
います。

あきる野市地域雇用問題連絡会議を開催します。
現在ワーキングセミナーに関して継続実施している
のは、中高年齢者向けのものだけですが、あきる野
市地域雇用問題連絡会議を毎年開催することで、
市・ハローワーク・労働基準監督署３者の連携を深
め、子育て中の女性向けのセミナーを開催する等、
労働施策の展開へとつなげられるように協力体制を
深めていきます。

C

特になし

B

　対象は子育て中の女性に限定していないが、７月にハローワーク青
梅と共催で、市役所別館にて中高年齢者を対象とした再就職支援セミ
ナーを実施した。
　また、近隣市町村で開催される、東京しごとセンター多摩主催の女性
対象再就職支援セミナーについて、公共施設内にチラシを設置するとと
もに、市ホームページで開催を周知している。

２　子どもの成長を通した健康づくり２　子どもの成長を通した健康づくり２　子どもの成長を通した健康づくり２　子どもの成長を通した健康づくり

（１）　母と子の健康の維持・増進（１）　母と子の健康の維持・増進（１）　母と子の健康の維持・増進（１）　母と子の健康の維持・増進

○母子健康手帳の交付

　母子保健法に基づき、妊娠届をした者に母子健康手帳を交付
しています。

継続実施します。

A

継続実施します。
妊娠届受理件数　６４２件

A

継続実施します
保健師面接実施
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事業
（具体的な施策・内容）

平成２６年度までの目標・方向性

２６年度目標に
対する達成度
（評価）
（A　B　C　D）

平成２４年度（実績・取組状況）
２６年度目標に
対する達成度
（評価）
（A　B　C　D）

      平成２５年度(予定・進捗)

項
目

既定計画（平成22年3月）               Ｈ２４年度　進捗状況・評価          Ｈ２５年度　進捗状況・評価
【評価基準】

A：定常的実施

B：一部着手

C：未着手
D：完了

○健康診査

　乳幼児の健康保持及び増進を図るため、３～４か月児健康診
査、６・９か月児健康診査、１歳６か月児健康診査、３歳児健康
診査、乳幼児経過観察健康診査、精密健康診査、乳幼児発達
健康診査、妊産婦健康診査を実施しています。
今後は、健康診査の内容などの充実を図ります。

継続実施します。
乳幼児健診の受診率が95％を下回らないように維
持します。

A

継続実施します。
乳幼児健診の受診率が95％を下回らないように維持します。
３～４か月児健康診査　受診者５９８人（受診率９５．２％）
１歳６か月児健康診査　受診者６７３人（受診率９５．９％）
３歳児健康診査　　　　　受診者６３８人（受診率９４．２％） A

継続実施します。
乳幼児健診の受診率が95％を下回らないように維持します。

○歯科健康診査

　乳幼児及び妊婦の健康保持及び増進を図るため、歯科健康
診査を実施しています。
今後も内容の充実を図ります。

継続実施します。

A

継続実施します。

A

継続実施します。

○母親学級（母性科、育児科）

　母性及び乳幼児の健康保持、増進を図るため、母親学級等
（離乳食教室、育児グループ）を実施しています。
今後は、内容の充実などを図ります。

継続実施します。
市民のニーズにあった講座の開催日及び内容を検
討します。

A

母親学級で、過去の参加状況から、「産科医のお話」と「歯科医のお話
及び歯科健診」をオプションとして平日コースから分けることで、事業単
体での参加や土曜日コースに参加された市民も参加できるよう設定し
たことで、ニーズに合った幅広いものとなった。
離乳食教室中後期の事業で、参加希望者が増加傾向にあり、会場等
の関係で、これ以上の定員増加ができないが、回数などを検討し充実
を図る。

A

継続実施します。

○訪問指導

　母性及び乳幼児の健康保持及び増進を図るため、妊産婦、新
生児、乳幼児の訪問指導を実施しています。
今後は、事業の周知を図ります。

訪問指導員（民生委員等）により乳児家庭全戸訪問
を実施します。

A

平成22年度より、訪問指導員（民生委員等）により乳児家庭全戸訪問を
実施し、委員の改選で一時中断したものの、再開を始めた状況である。

A

妊娠届を受理したときに交付する母子健康手帳などが入っている母と
子の保健バッグに入れ周知、出生届と一緒に提出していただく出生通
知票の中で訪問の意思確認を実施。
新生児訪問(第１子）は全家庭訪問を実施
こんにちは赤ちゃん訪問は新生児訪問の利用がなかった家庭を訪問

○むし歯予防教室・歯科予防処置

　乳幼児の健康保持及び増進を図るため、むし歯予防教室・歯
科予防処置を実施しています。
今後も継続して実施します。

継続実施します。
市民のニーズにあった講座の開催日及び内容を検
討します。

A

継続実施します。
市民のニーズにあった講座の開催日及び内容を検討します。

A

母親学級は３日制の平日コースと半日制の土曜コースを実施、離乳食
教室は乳幼児の月齢に合わせた３コースで実施（年１０回、８回、４回実
施）、むし歯予防教室は月１回実施（８月、１２月を除く）
市広報に掲載、また、チラシを作成し母と子の保健バッグと一緒に配
布、育児相談時に配布し周知

○育児相談・一般相談

　母性及び乳幼児の健康保持、増進を図るとともに、子育てに
関する相談や親同士の仲間づくり、情報交流の場づくりを図るた
め、育児相談、母子保健相談、栄養相談、歯科相談、心理相談
等を実施しています。
今後は、総合的な相談に対応できるよう窓口の充実を図りま
す。また、親同士の仲間づくりができるよう支援を進めます。
相談件数の増加や相談内容の多様化に対応できるような体制
づくりを進めるとともに、職員の学習機会を増やします。

今後は、総合的な相談に対応できるよう窓口の充実
を図ります。また、親同士の仲間づくりができるよう
支援を進めます。
相談件数の増加や相談内容の多様化に対応できる
ような体制づくりを進めるとともに、職員の学習機会
を増やします。 A

今後は、総合的な相談に対応できるよう窓口の充実を図ります。また、
親同士の仲間づくりができるよう支援を進めます。
相談件数の増加や相談内容の多様化に対応できるよう他機関との連
携を強化していく体制づくりを進めるとともに、職員の学習機会を増やし
ます。
育児相談（乳児、幼児）
従事者　保健師、看護師、栄養士、歯科衛生士　３６回実施　相談者
1,422人
健康相談（妊娠、産婦、乳幼児、その他）
健康課に所属する保健師、助産師が毎日対応
面接対応　1,015人　電話対応　687人

A

継続実施します。

（２）　学童期・思春期の健康づくりの支援（２）　学童期・思春期の健康づくりの支援（２）　学童期・思春期の健康づくりの支援（２）　学童期・思春期の健康づくりの支援

○学校と連携した健康教育の充実

　全小・中学校に学校保健委員会を設置し、児童・生徒の体育
健康教育の充実を図っています。

学校での健康教育を進めるため、教育委員会と連
携方法について検討します。

A

学校保健委員会設置校数
小学校 10校
中学校   6校 A

継続実施します。

（３）　地域からの健康づくり（３）　地域からの健康づくり（３）　地域からの健康づくり（３）　地域からの健康づくり

○高齢者クラブ、町内会・自治会、サークル等の健康づくりの取
り組みへの支援

　高齢者クラブや町内会・自治会、サークル等のグループによる
地域の自主的な健康づくりに向けた取り組みに対し、支援をして
いきます。

地域での自主的な健康づくり活動の支援を継続しま
す。

A

平成19年以前に２地区でモデル地区をつくり健康づくり活動の支援を実
施してきた。この後、限られた地区から高齢者いきいき講座として市民
全体を対象とした健康づくりに関する講座の実施に替えて行ってきた。
現在は、年間2回高齢者クラブ連合会と共催で「めざせ健康あきる野
21」講座として実施をしている。
※対象者は市民全体だが、概ね高齢者世代の講座内容に重点を置い
ている。

A

あきる野市健康づくり市民推進委員が地区の組織を活用し健康づくりを
実施
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既定計画（平成22年3月）               Ｈ２４年度　進捗状況・評価          Ｈ２５年度　進捗状況・評価
【評価基準】

A：定常的実施

B：一部着手

C：未着手
D：完了

○健康づくり推進協議会

　市民の健康の保持増進を図ることを目的に、地域の実情に応
じた健康づくり対策を推進するため、健康づくり推進協議会を設
置しています。

地域の実情に応じた健康づくり対策を協議します。
平成24年度に増進計画の中間評価を実施します。

A

市で実施の健康に関する事業と健康増進計画（めざせ健康あきる野
21）の事業等の進捗状況の把握や事業実施に向けての提言を行って
いく。
協議会委員　20人
開催回数　　3回
出席委員延　49人

A

健康増進に関する協議と事業の提言を実施

○健康づくり市民推進委員活動の支援

　地域における健康づくり事業を総合的に推進し、市民の健康
づくりを図るため、健康づくり市民推進委員が、栄養や運動、休
養について地域などで普及活動を行っています。
今後も、健康づくりの推進や健康的な食生活の推進に向けて取
り組んでいきます。

地域で活動するための支援を進めます。

A

市内49箇所のおいて「地域イキイキ元気づくり事業」を実施している。年
間521回開催し参加者においては、述べ7,217人が参加した。開催にあ
たっては、町内会・自治会、民生委員、ふれあい福祉委員などの協力を
得ている。
会議　18 回
研修会14 回
地区活動677回
健康づくり市民推進委員134人

A

地域イキイキ元気づくり事業や地域での活動を保健師、看護師、栄養
士が支援

○あきる野市健康のつどい

　健康に対する市民意識の高揚を図り、疾病を予防することを
目的に「あきる野市健康のつどい」を開催しています。
今後も、健康への意識を高め、健康の保持増進のために内容を
充実して取り組んでいきます。
多くの市民に健康づくりに関心を持ってもらい参加を促すため
に、健康づくりに関する事業などの周知方法を工夫します。

健康に関する市民意識の高揚を図り、疾病を予防
することを目的に継続して開催します。

A

あきる野市健康のつどい
平成24年度
延べ入場者数8,243人
市民が健康で明るい生活を送れる様に意識の向上をはかり、病気を予
防することを目的としてつどいを開催する。
【内容】展示・体験コーナー、講演、各種測定と相談、健康づくり推進委
員の活動発表などを実施する。

A

健康に対する意識の向上を図るために年1回実施

○保健事業ボランティアの育成

　健康づくり市民推進委員の経験者を中心に、健康ボランティア
の育成を検討します。
保健事業へのサポートや協力をお願いしていきます。

健康づくり市民推進委員経験者等のボランティア活
用を進めます。

A

健康診査等の受診環境の向上のため市民ボランティアとの協働で実施
する。
【内容】乳児健診や心理相談、がん検診の実施時に受診者の子どもを
一時預かるサービスを実施する。 A

めざせ健康あきる野21推進会議メンバーや食倶楽部として保健事業を
実施

（４）　食育の推進（４）　食育の推進（４）　食育の推進（４）　食育の推進

○保育所・幼稚園・学校との連携

　栄養相談、栄養教育や健康教育は乳幼児期からの取り組み
が重要であり、保育所、幼稚園、学校との連携を考えていきま
す。

継続実施します。

A

ふれあい広場（育児相談事業の一つ）において栄養士と市民ボランティ
ア（食育推進班）が協力、概ね２歳児に親子料理教室を実施。また、学
校給食センターで実施する夏休み親子料理教室に栄養士と市民ボラン
ティア（食倶楽部）が参加協力 A

3歳児健診時におやつのとり方、バランスのとれた食事などの食育を実
施。

○家庭・地域における食育の推進

　医療機関等と連携を図り、地域での食育の推進のあり方を検
討します。

関係機関と連携し食育推進のあり方を検討します。

A

特定健康診査の結果、生活習慣を見直す必要のある方は、６ヶ月間の
特定保健指導に参加ができます。なかでも食生活の見直しは健康への
影響が大きいことから、保健指導期間終了後も「美食健クッキングサー
クル」グループを作り食生活の改善活動を続けています。また、参加者
の家庭における食生活改善の実施で、子どもへの影響にも大きく関わ
るため継続して取り組みます。

A

あきる野市健康づくり推進協議会や保健所、大学教授等と食育推進を
協議

○健康づくり市民推進委員会による食育の推進

　健康づくり市民推進委員会による、妊婦期から高齢者までの
食に関する取り組みを支援していきます。

継続実施します。
関係機関と連携して、食に関する取り組みを検討し
ます。

A

あきる野市健康づくり市民推進委員と委員を経験した方で「食倶楽部」
を組織してバランスのとれた食事の摂り方などの普及活動を行っていま
す。
また、食倶楽部では、子育て世代の催しにおいても調理方法や栄養に
ついてのアドバイスを行い食習慣の改善から各種病気予防を行ってい
ます。
さらに、学校給食センターで開催する「夏休み料理教室」に参加協力
し、児童自らが調理することで料理の楽しさやおいしさ、ありがたみを持
てる子どもとして育てていきます。

A

食倶楽部、食育推進班による市民への食育情報を発信

（５）　心の健康づくり（５）　心の健康づくり（５）　心の健康づくり（５）　心の健康づくり

○相談体制の充実

　育児の悩みに関する需要は増えており、「保健相談センター」
の整備と合わせて、相談体制の充実を図ります。

相談しやすい体制つくり、仕組みづくりを進めます。

A

心の悩みとして相談窓口を開設して実施していないが、各種健康診査
などで心の悩みについても含めて相談を受けている。

A

乳幼児健診で育児に関する悩み相談を実施。案件によっては所管課へ
紹介
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事業
（具体的な施策・内容）

平成２６年度までの目標・方向性

２６年度目標に
対する達成度
（評価）
（A　B　C　D）

平成２４年度（実績・取組状況）
２６年度目標に
対する達成度
（評価）
（A　B　C　D）

      平成２５年度(予定・進捗)

項
目

既定計画（平成22年3月）               Ｈ２４年度　進捗状況・評価          Ｈ２５年度　進捗状況・評価
【評価基準】

A：定常的実施

B：一部着手

C：未着手
D：完了

３　子どもの健やかな成長に資する教育環境等の整備３　子どもの健やかな成長に資する教育環境等の整備３　子どもの健やかな成長に資する教育環境等の整備３　子どもの健やかな成長に資する教育環境等の整備

（１）　次代の親の教育（１）　次代の親の教育（１）　次代の親の教育（１）　次代の親の教育

○家庭教育学級等の講座事業

　児童・生徒の保護者が、子どもの発達段階に応じて家庭教育
の意義と役割を体系的・総合的に学習する場として家庭教育学
級等を充実します。
 また、子どもの健やかな成長を促すための環境づくりの一助と
するため、親子の絆を深めることを目的に親子を対象とした講
座を実施します。

子どもの健やかな成長・親自身の成長を支援する
講座を実施していきます。

A

１．家庭教育学級：”夜回り先生”水谷修氏講演会
テーマ「未来を生きる子どものために　今、私たちにできること」　受講
者：１３０人
２．家庭教育学級「心の東京塾～ねだる子どもにがまんさせよう～」
東京都青少年・治安対策本部と共催により、一の谷児童館の協力を得
て、乳幼児を持つ保護者を対象に実施。受講者：８人
３．ＤＩＹ教室「親子木工教室」
小学生の親子を対象に実施。受講者：１５人
４．「親子体験学習」
小中学生の親子を対象に３講座実施。受講者：５１人

A

１．家庭教育講座「３歳児の音楽教育～親子で一緒に音あそび～」
25.12.5、26.1.9、2.6実施予定
２．家庭教育講座「乳児期の子育て～生活習慣の大切さ～」
東京都青少年・治安対策部と共催により、25.11.21に実施。受講者：５人
３．親子体験学習
小学生の親子を対象に25.7.23、25.8.20に２講座を実施。受講者：２５
人。

○託児付き等主催事業（公民館保育室の活用）

　子育て中の親が、育児や子どもの成長に関する学習を受けら
れるよう、託児付き及び親子同伴講座教室等を充実します。

継続実施します。

A

参加対象に合わせて育児や子どもの成長に関する学習を受けられるよ
う、託児付き或いは子どもが同伴できるよう配慮した。
講座２　同伴８人、託児利用者６人 A

継続実施します。

○子育てに関する意識についての啓発活動の推進

　母親学級等事業の中でリーフレットの配布などにより、子ども
を生み育てることの喜びや意義を理解してもらうための意識啓
発を進めます。

継続実施します。

A

継続実施します。

A

市広報、ホームページ、通信誌、リーフレット配布、メール配信簿などを
有効に利用

○家庭における基本的な生活習慣の形成と家庭学習支援

　家庭の役割を見直し、家庭における基本的生活習慣の形成と
家庭学習の習慣化を図るため、資料配布等意識啓発事業を推
進します。

家庭・学校・地域及び関係機関との連携・協力のも
と、健全な家庭づくりに向けた啓発活動を進め、家
庭の教育力、地域の教育力をさらに高めていきま
す。
おとなが率先してルールを守り、子どもたちの見本
となるよう「おとなが手本のあきる野市」を引続き保
護者や市民に対して啓発活動を行うための連携体

A

・あいさつ標語カルタ大会（Ｈ24.7.14、参加者数159人）
・親子観劇会（H24.9.8、参加者数述べ968人）
・あいさつ標語懸垂幕の掲出（Ｈ24.7.2～7.10、8.1～8.5、11.1～11.16）

A

①おとなが手本のあきる野市　「あいさつ標語カルタ大会」の実施
（H25.7.13　参加者数171人）
②家庭の日推進事業「親子観劇会」の実施（H25.9.7、参加者数述べ
714人）
③あいさつ標語懸垂幕の掲出（H25.7.4～7.18・10.29～11.12）

（２）　子どもの生きる力の育成に向けた教育環境等の整備（２）　子どもの生きる力の育成に向けた教育環境等の整備（２）　子どもの生きる力の育成に向けた教育環境等の整備（２）　子どもの生きる力の育成に向けた教育環境等の整備

○「あきる野市教育の日」（12 月第１土曜日）推進事業

　市民の教育への関心と理解を深め、次代のあきる野を担う子
どもたちの教育に関する取組を市民全体で推進し、市の教育の
充実と発展を図ることを目的に制定した「あきる野市教育の日」
の趣旨を生かした事業の充実を図ります。

継続実施します。

A

・中学生の主張大会（Ｈ24.12.1、応募者数1,433人、発表者14人、来場
者392人）
・青少年音楽の祭典（Ｈ25.2.10、出演団体25団体、来場者3,059人）

A

・中学生の主張大会（H25.12.7実施予定）
・青少年音楽の祭典（H26.2.9実施予定）指定管理者との共催事業

○学校における学力向上の取り組み
　
　子ども一人ひとりの学力を保証するために学習環境の整備・
充実を進めます。

学習環境の整備・充実を進めるため、教員補助員
の配置、時間数等について検討します。

A

・各学校の状況に応じて、教科補助（つまずいている児童・生徒の指導
補助、習熟度に応じた指導補助）及び特別支援教育指導補助(巡回相
談対象児童・生徒及び個別指導計画作成済みの児童・生徒を対象にし
た指導補助）を配置した。

A

継続実施します。

児童館での読み聞かせ。

　5館、40回実施し、参加者1,000人以上を継続して
実施します。

A

児童館５館において、ボランティアによる読み聞かせを実施している。

A

継続実施します。

学校図書館補助員の配置

　 事業学校図書館の充実を図るため、学校図書館
補助員の配置、時間数等について検討します。

A

学校図書館補助員の配置
小学校・中学校 6,800 時間

A

学校図書館補助員配置　400時間×16校
あきる野市子ども読書活動推進学校図書館関係者連絡会への参加
年3回

学校における読みきかせボランティアの活用

継続実施します。 A
学校における読み聞かせボランティアの活用

A
学校におけるボランティアによる読み聞かせ等を実施

・あきる野市子ども読書活動推進学校図書館連絡
会開催（H21年度から）（図書館）
・ あきる野市子ども読書活動推進連絡会開催（H21
年度から）
・ あきる野市図書館ホームページに子ども読書活
動を推進する各課の取組情報を掲載した「子ども読
書支援活動」のページを新設（H23年度）
・ 市民協働事業（読み聞かせボランティアによるお
はなし会の開催、児童館へ派遣読み聞かせ）

A

あきる野市子ども読書活動推進計画に基づき、ブックスタート事業、子
どもの読書環境を整える事業、関連部署との連携事業を継続して実施
した。
図書館ホームページに子ども読書活動推進のページにより、連携する
関連各課の事業・情報を掲載し、啓発活動の充実を図った。
　「あきる野市子ども読書活動推進計画」が平成24年度で終了するため
「第二次あきる野市子ども読書活動推進計画（平成25年度～29年度９」
を策定。

A

第二次あきる野市子ども読書活動推進計画に基づき、読書活動を充実
させていきます。幼児期からの読書環境を整えるために、わらべうたや
絵本の読み聞かせを楽しみながら、親子のふれあいや読書の大切さを
啓発します。また、図書館だけでなく、保育園、幼稚園、学校など子ども
の読書活動に関わる機関との連携を深め市内全体として取り組んでい
きます。

○読書活動

　親と子が本を通してふれあい、コミュニケーションを高めるため
に、読み聞かせ、原画展等の読書活動を充実させます。また、
学校においては、図書館司書教諭を配置し、学校における読書
活動を一層推進します。
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事業
（具体的な施策・内容）

平成２６年度までの目標・方向性

２６年度目標に
対する達成度
（評価）
（A　B　C　D）

平成２４年度（実績・取組状況）
２６年度目標に
対する達成度
（評価）
（A　B　C　D）

      平成２５年度(予定・進捗)

項
目

既定計画（平成22年3月）               Ｈ２４年度　進捗状況・評価          Ｈ２５年度　進捗状況・評価
【評価基準】

A：定常的実施

B：一部着手

C：未着手
D：完了

○道徳地区公開講座 道徳授業地区公開講座への市民参加の強化を図り
ます。 A

小学校11校、中学校6校で道徳授業地区公開講座を実施

A
小学校10校、中学校6校　道徳授業地区公開講座の実施又は実施予
定

○学校週５日制に対応した学校外活動

　完全学校週５日制の実施に伴い、休日となった土曜日を中心
とした週末における青少年の学校外活動の充実と地域資源（人
材や施設など）を活用した活動の場づくりを推進します。

５教室、参加者110人以上をめざします。

A

制度は終了しているが、土曜日事業として継続実施をしている。

A

制度は終了しているが、土曜日事業として継続実施をしている。

教育相談所
教育相談活動の一層の充実を図ります。 A

前年度と同様の体制を確保する。
・教育相談所　来所相談件数　1,306件（延べ） A

前年度と同様の体制を確保する。

せせらぎ教室
　不登校児童・生徒の保護者と在籍校が連携を図
り、適応指導教室の機能を最大限に活用します。 A

前年度と同様の体制を確保する。

A

前年度と同様の体制を確保する。

スクールカウンセラーの配置
小学校配置学校数の増加を図ります。 A

スクールカウンセラーの配置
市内全６中学校及び小学校４校にカウンセラーを各１人配置（都）
小学校２校にカウンセラーを配置（市独自） A

スクールカウンセラーの配置
市内全６中学校及び全１０小学校にカウンセラーを各１人配置（都)
小学校１校にカウンセラーを配置（市独自）

○学校評議員制度の充実

　学校の運営や教育内容について校長が積極的に情報を発信
し、保護者や地域住民などから幅広く意見をいただくことにより、
地域との連携をより強めた開かれた学校づくりを進めます。

継続実施します。
地域と連携した学校運営を図ります。

A

全17校に159人（延べ）を任命

A

全1６校に151人（延べ）を任命

学校公開

継続実施します。 A
学校公開
授業参観・行事参観を全1７ 校で実施 A

学校公開
授業参観・行事参観を全１６校で実施予定

学校公開

継続実施します。 A
学校教育施設の点検及び器具の充実
   年１回の体育施設の点検を実施
　器具の修繕等を17件で実施 A

学校教育施設の点検及び器具の充実
   年１回の体育施設の点検を実施
　器具の修繕等を実施予定

夜間照明のある施設は、夜９時までと屋内施設は、
夜９時３０分まで利用可能
野球、ソフトボール、サッカー、陸上競技、バレー、
バスケット等、子どもから大人まで利用している
継続実施します。

A

継続実施

A

継続実施

○就学援助費支給制度

　経済的理由により学用品等の購入が困難な世帯に対して、市
が援助を行うことにより保護者の経済的負担の軽減を図りま
す。

継続実施します。

A

認定者数
要保護者　　　小学校   5人　中学校    8人
準要保護者　 小学校670人　中学校395人 A

継続実施します。

○保育園・幼稚園・学校との連携 保育園、幼稚園、小学校等と連携し、保育及び幼児
教育から義務教育への円滑な移行を図ります。

A

就学支援シートの活用
小幼保連絡会の開催（2回）

A

継続実施します。

○幼児や子どもの成長を支援する学習 現状の参加を継続維持します。
今までの実施状況を考慮し、事業全体の充実を図り
ます。 A

事業を継続実施(一部の施設で指定管理者による事業として実施）

A
指定管理者による事業として計測実施

○幼児教育に対する支援

　私立幼稚園等に通園する幼児の保護者の経済的負担を軽減
するために国や都の補助制度を活用するなどの各事業を実施
し、幼児教育の振興と充実を図ります。

継続実施します。

A

幼稚園・幼児園（７か所）
園児数　1,179人　（平成２4年５月1日現在）
私立幼稚園就園奨励費補助金交付事業（補助対象人員　824人）
私立幼稚園就園奨励特別補助金（補助対象延べ人員　387人）
私立幼稚園等園児保護者負担軽減費補助金交付事業（補助対象述べ
人員　13,116人）
私立幼稚園協会研修費補助金交付事業
私立幼稚園教育振興費補助金交付事業
私立幼稚園等特別支援教育事業補助金交付事業（対象園児数　6人）

A

継続実施します。

○自然体験・社会体験等学習事業

　地域の教育力を活かし、自然とのふれあいの場としての森林
の活用について町内会・自治会などの関係団体と意見交換を進
めながら、自然体験活動を進めます。

若宮の森の活用を図るため、まずは地元町内会を
はじめとする関係団体と意見を交換し、方向性を定
めていきます。

A

①　菅生字若宮の森林（菅生若宮子ども体験の森）において、里山体
験や環境学習、森の遊び体験などを行う「菅生若宮子ども体験の森事
業」を地元住民との協働により、円滑に実施するため、森林の管理、事
業の企画・運営、会場の準備、参加者募集の手続など、地元町内会長
等が組織する「菅生若宮子ども体験の森事業実行委員会に業務委託
し、実施した。
②　森林レンジャーあきる野が蓄積した経験を次世代の森の守り人とな
る子どもたちにつないでいくため、森林レンジャーあきる野とともに学
び、森づくりを行う第２期森の子コレンジャーが活動した。
③　小宮ふるさと自然体験学校を開校し、地域の方の協力を得ながら、
市内外の小学生を中心とした様々な自然体験事業を実施した。

A

・　森林レンジャーあきる野が蓄積した経験を次世代の森の守り人とな
る子どもたちにつないでいくため、森林レンジャーあきる野とともに学
び、森づくりを行う第３期森の子コレンジャーの活動を行っている。
・小宮ふるさと自然体験学校を拠点とし、 地域や自然環境に対する正
確な知識と地域や自然を大切に思う気持ちを統合させた環境教育の推
進を図るため、各種自然体験事業を実施している。

○教育相談事業

　児童・生徒の心の問題への対応を一層充実するために、教育
相談所、スクールカウンセラー、適応指導教室における専門的
な教育相談を進めていきます。

○「開かれた学校づくり」の推進

　学校公開を通して信頼される学校づくりを進めます。また、学
校施設の開放は、スポーツ開放として、団体が行うスポーツ及
びレクリエーションの利用に貸し出し業務を行います。また、利
用者が安全で利用しやすい施設環境をつくるため、学校教育施
設の点検及び器具の充実を図っています。
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事業
（具体的な施策・内容）

平成２６年度までの目標・方向性

２６年度目標に
対する達成度
（評価）
（A　B　C　D）

平成２４年度（実績・取組状況）
２６年度目標に
対する達成度
（評価）
（A　B　C　D）

      平成２５年度(予定・進捗)

項
目

既定計画（平成22年3月）               Ｈ２４年度　進捗状況・評価          Ｈ２５年度　進捗状況・評価
【評価基準】

A：定常的実施

B：一部着手

C：未着手
D：完了

４　要保護児童への対応の充実４　要保護児童への対応の充実４　要保護児童への対応の充実４　要保護児童への対応の充実

（１）　児童虐待防止対策の充実（１）　児童虐待防止対策の充実（１）　児童虐待防止対策の充実（１）　児童虐待防止対策の充実

○児童虐待防止活動の普及啓発

　市広報紙・ホームページなどを有効に活用し、児童虐待防止
のための啓発活動を行っています。

市広報紙・ホームページなどを有効に活用し、児童
虐待防止のための啓発を図ります。
平成17年3月に作成した児童虐待防止対応マニュア
ルの見直しを21年度に行い、22年度に新規作成・配
布します。

A

市広報誌・ホームページ、通信誌、メール配信等を有効に活用し、児童
虐待防止のための啓発活動の実施。ポスター等の掲示物等の配備品
を増加要求し、配置、掲示を実施。自治会町内会にホスター掲示を新
規依頼。講演会の実施。 A

市広報誌・ホームページ、通信誌、メール配信等を有効に活用し、児童
虐待防止のための啓発活動の実施。講演会の実施。

○児童虐待防止等支援機関の連携強化

児童虐待の早期発見と迅速かつ的確に対応するため、地域に
おける関係機関と連携を図っています。

児童虐待の早期発見と迅速かつ的確な対応を行う
ため、地域における関係機関相互の情報交換や連
携の強化を図ります。 A

市広報誌・ホームページ、通信誌、メール配信等を有効に活用し、児童
虐待防止のための啓発活動の実施。ポスター等の掲示物等の配備品
を増加要求し配置、掲示を実施。関係機関との連絡会等の実施、対象
を拡大。

A

市広報誌・ホームページ、通信誌、メール配信等を有効に活用し、児童
虐待防止のための啓発活動の実施。関係機関との連絡会等の実施。
講演会等を実施。

○要保護児童対策地域協議会

要保護児童対策地域協議会を設置し、要保護児童の適切な保
護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るた
めの会議を行っています。

要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは
特定妊婦への適切な支援を図るため、要保護児童
対策地域協議会を必要に応じて開催します。 A

代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議を実施。講演会等の開
催。

A

代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議を実施。講演会等の開
催。代表者及び実務者会議各委員の見直し、充実を検討。

（２）　ひとり親家庭等への支援の充実（２）　ひとり親家庭等への支援の充実（２）　ひとり親家庭等への支援の充実（２）　ひとり親家庭等への支援の充実

○ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業

　日常生活を営むのに著しく支障があるひとり親家庭に対して、
一定の期間ホームヘルパーを派遣し、日常生活の世話等必要
なサービスを行っています。

継続実施します。

A

ぺルパー派遣会社への委託事業
１社　利用件数4件　延べ４５３日

A

継続実施します。

○児童育成手当の支給

　東京都の制度として、ひとり親家庭の児童の福祉の増進を図
ることを目的として、手当の助成を行います。

継続して実施します。

A

受給者数　１，０３６世帯
受給児童数　１，５６０人

A

継続実施します。

○児童扶養手当の支給

　国の制度として、父母の離婚等により、父と生計を同じくしてい
ない児童を養育している母子家庭等の生活の安定と自立を助
け、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給しま
す。

継続して実施します。

A

受給者数　６６７世帯
支給停止者数　８４人

A

継続実施します。

○ひとり親家庭医療費の助成

　東京都の制度として、18 歳以下の子どもに対して、医療機関
で支払う医療費を助成します。

継続して実施します。

A

受給者数　1,371人（695世帯）
医療費助成件数　13,975件

A

継続実施します。

○東京都母子福祉資金

　東京都の制度として母子家庭の方や配偶者のいない女性の
方が、経済的に自立して安定した生活を送るために必要な資金
をお貸ししています。

継続して実施します。

A

１０件（母子８件・女性２件）

A

継続実施します。

○母子家庭自立支援教育訓練給付金事業

　母子家庭で、指定した職業能力開発のための講座を受講した
者に対して、自立支援教育訓練給付金を支給します。

継続して実施します。

A

2件

A

継続実施します。

○母子家庭高等技能訓促進費事業

　母子家庭で、2年以上、看護師、介護福祉士等の養成機関で、
資格取得を目的として就学する場合、高等技能訓練促進費を支
給し、生活の負担の軽減を図ります。

継続して実施します。

A

6件

A

継続実施します。

○母子・女性相談

　母子家庭や女性が抱えているさまざまな悩みごとなどの相談
に応じ、問題解決のお手伝いをします。

継続して実施します。

A

母子相談（実相談人数　564人・相談延べ件数　1,635件）
女性相談（実相談人数　128人・相談延べ件数　　154件）

A

継続実施します。
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事業
（具体的な施策・内容）

平成２６年度までの目標・方向性

２６年度目標に
対する達成度
（評価）
（A　B　C　D）

平成２４年度（実績・取組状況）
２６年度目標に
対する達成度
（評価）
（A　B　C　D）

      平成２５年度(予定・進捗)

項
目

既定計画（平成22年3月）               Ｈ２４年度　進捗状況・評価          Ｈ２５年度　進捗状況・評価
【評価基準】

A：定常的実施

B：一部着手

C：未着手
D：完了

○民生委員・児童委員

　民生委員・児童委員は、地域社会の中で問題を抱えている方
の調査・相談・指導・助言に当たる一方、関係行政機関に対する
協力活動も行っています。また、児童委員も兼ねていて、いじめ
や児童虐待の問題など子育て支援に関することにも取り組んで
います。
主任児童委員は、児童福祉に関することを専門的に担当しま
す。
地域の課題をきめ細かく把握していくため、民生委員・児童委員
をサポートするふれあい福祉活動と連携・協力しながら活動を
展開しており、今後も活動の充実を図ります。

継続して実施します。

A

民生委員・児童委員
定数70名
相談・支援件数　 2754件

A

継続実施します。

生活保護相談
継続して実施します。 A

生活保護相談件数　145件

A
継続実施します。

生活資金貸付
継続して実施します。 A

生活資金貸付件数　8件

A
継続実施します。

生活安定応援事業（都事業）
平２３年３月終了予定です。 D

（３）　障害児施策の充実（３）　障害児施策の充実（３）　障害児施策の充実（３）　障害児施策の充実

○特別児童扶養手当の支給

　国の制度として、20 歳未満の障がい児の父若しくは母又は養
育者がその障害児を監護するときは、特別児童扶養手当を支
給します。

法律に基づいて継続実施します。

A

・受給者数　　　　103人
・事務取扱件数　212件

A

継続実施します。

○心身障がい児(者)の緊急一時保護

　保護者が疾病、冠婚葬祭等のため介護が一時的に困難となっ
た場合に、心身障がい児(者)を家庭に保護委託しています。

継続実施します。
更なる周知を図ります。

A

介護人登録者数　　60人
延べ保護人数　　　251人

A

継続実施します。

○特別支援教育

　本市がこれまで進めてきた心身障害教育の成果を踏まえ、現
在抱えている課題の解決を図りながら、障害のある子どもの教
育環境の一層の整備とともに、特別支援教育の理念に基づいた
市内小・中学校の教育の一層の向上を図るために次のことに取
り組んでいきます。
・ 特別支援教育検討委員会の設置
・ 専門委員会の設置と巡回相談・指導のシステムの整備
・ 全校への校内委員会の設置とコーディネーターの養成
・ 特別支援教育研究協議会の設置
・ 特別支援教育についての理解・啓発

障がい児の教育環境の一層の整備とともに、特別
支援教育の理念に基づいた市内小・中学校の教育
の一層の向上に取り組みます。

A

設置校数等
　・知的障害特別支援学級固定制設置校数
　　小学校　4校　10学級　63人在籍
　　中学校　2校　　5学級　33人在籍
　・情緒障害等特別支援学級固定制設置校数
　　中学校　1校　　1学級　　5人在籍
副籍交流事業　対象者79人
　　　　　　　　　　実施者64人

A

継続実施します。

○巡回相談事業 継続実施します。
就学支援シートを活用し、保育園・幼稚園と学校と
の間で特別な支援の必要な児童の情報を共有し、
個々のニーズに応じたきめ細かい対応に努めます。

A

認可保育園・幼稚園に巡回相談員を派遣し、園児の適切な支援のあり
方について、保育者にアドバイスを行う。
保育園　14園　幼稚園　6園で実施　延べ356人 A

継続実施します。

○心身障害者福祉手当の支給 継続実施します。

A
前年どおり実施

A
継続実施します。

○心身障害者（児）交通費等助成金の支給 継続実施します。

A
前年どおり実施

A
継続実施します。

○低所得世帯に対する相談支援

　昨今の厳しい経済環境にあって、就労機会に恵まれないな
ど、安定した生活基盤を築くことが困難な市民も増える傾向にあ
ります。社会的な自立に向け、各種助成についての情報提供や
相談体制の充実など、低所得世帯に対する支援を行っていきま
す。
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（具体的な施策・内容）

平成２６年度までの目標・方向性

２６年度目標に
対する達成度
（評価）
（A　B　C　D）

平成２４年度（実績・取組状況）
２６年度目標に
対する達成度
（評価）
（A　B　C　D）
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目

既定計画（平成22年3月）               Ｈ２４年度　進捗状況・評価          Ｈ２５年度　進捗状況・評価
【評価基準】

A：定常的実施

B：一部着手

C：未着手
D：完了

○障害児福祉手当の支給 継続実施します。

A
前年どおり実施

A
継続実施します。

○巡回指導、相談事業等の実施

　保健師の家庭訪問などを通して適切な指導ができる体制につ
いて検討します。

在宅での子育て支援として、保健師の家庭訪問など
を通して適切な指導ができる体制について検討しま
す。 C

未実施（継続検討）

C

未実施（継続検討）

○障害者自立支援法における各種サービスの提供 継続実施します。

A
前年どおり実施

A
継続実施します。

５　子育てを支援する生活環境の整備５　子育てを支援する生活環境の整備５　子育てを支援する生活環境の整備５　子育てを支援する生活環境の整備

（１）　良好な住環境の整備（１）　良好な住環境の整備（１）　良好な住環境の整備（１）　良好な住環境の整備

○地域特性を活用した「遊び場」の提供

　河川、丘陵、緑地など、恵まれた自然を遊び場として情報提供
するとともに、身近な地域での公園設置については、「あきる野
市緑の基本計画」と合わせて整備の検討を進めます。

「あきる野市緑の基本計画」に示された目標の継続

B

引き続き、大規模開発等により設置された公園があった場合、寄付を
受け公園を増設する。

B

平成25年度：公園利用者が安心して利用できるよう適性名維持管理を
している。

○公共施設・公共機関・道路等のバリアフリー化・ユニバーサル
デザイン化

　道路等のバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化、及び市内
道路整備路線での歩道等の設置を推進します。

○セミフラット型の歩道整備（2路線240m）
歩行空間のバリアフリー化も含め継続実施します。

A

継続実施しています。

A

継続実施します。

○交通バリアフリー法に基づく基本構想の策定

　平成12 年に成立した交通バリアフリー法に基づき、総合的に
バリアフリー化を進めるための基本構想の策定について検討を
進めます。駅周辺の整備に合わせ、策定していくこととします。

歩行空間のバリアフリー化も含めバリアフリー新法
に基づく基本構想の策定を図ります。

B

構想策定に向けた庁内担当部局との調整を継続。

B

構想策定に向けた庁内担当部局との調整を継続。

○公共交通機関に対するバリアフリー化の要請

　鉄道やバス等の公共交通機関事業者に対し、バリアフリー化
の取り組みを要請していきます。

鉄道事業者に対し、継続して残り２駅（東秋留駅、武
蔵引田駅）のバリアフリー化の取り組みを要請しま
す。 D D

○民間施設のバリアフリー化の推進

　東京都の福祉のまちづくり条例に基づき、民間施設においても
バリアフリー化が進むよう指導や情報提供、適合証の交付など
を行います。

継続実施します。

A

適合証交付

A

継続実施します。

(２)　子ども等の安全の確保(２)　子ども等の安全の確保(２)　子ども等の安全の確保(２)　子ども等の安全の確保

○学童避難所の設置

　青少年健全育成地区委員会では、子どもたちが通学途中や遊
びの際に犯罪に巻き込まれそうになったときや困ったことが起き
たときに避難できるよう、関係機関や地域の方々の協力により
「がくどうひなんじょ」の看板を設置し、地域ぐるみで子どもが安
全で安心して活動できるよう努めています。

継続実施します。

A

関係機関や地域の方々の協力により「がくどうひなんじょ」の看板を設
置し、地域ぐるみで子どもが安全で安心して活動できるように地域での
支援を図った。
「がくどうひなんじょ」看板設置数904件

A

継続実施します。
「がくどうひなんじょ」看板設置数836件

○防犯対策の推進

　広報紙等を活用し、防犯活動のＰＲの充実を図ります。また、
警察、防犯協会、町内会・自治会及び関係機関の協力を得て、
防犯体制の充実を図ります。

継続実施します。
市広報紙・ホームページを活用し、防犯活動のPRの
充実を図ります。
警察、防犯協会、町内会・自治会及び関係機関の
協力を得て、防犯体制の充実を図ります。

A

市広報紙、ホームページ、防災行政無線、あきる野安心メール、あきる
野夏祭、産業祭での防犯活動のPRや防犯情報を発信した。また警察
署、防犯協会、町内会・自治会及び関係機関の協力を得て各種防犯対
策事業を推進した。 A

市広報紙、ホームページ、防災行政無線、あきる野安心メール、あきる
野夏祭、産業祭での防犯活動のPRや防犯情報を発信する。また警察
署、防犯協会、町内会・自治会及び関係機関の協力を得て治安維持と
犯罪発生の抑止を目的に既設の防犯カメラの有効活用や看板の設置
など、引き続き各種防犯対策を推進する。

A

防犯パトロールの実施（新学期等）

A

継続実施します。

A

前年度に引き続き、防災行政無線を利用した交通安全・防犯に関する
放送を行うとともに、下校時の児童の見守りをお願いする放送や安心
メールによる防犯情報の配信を行った。 A

防災行政無線を利用した交通安全・防犯に関する放送を行うとともに、
下校時の児童の見守りをお願いする放送や安心メールによる防犯情報
を配信する。

○子どもの安全の確保

　保育所、幼稚園、学校などの安全対策を進めるとともに、その
周辺や通園・通学路における防犯活動を推進します。

継続実施します。
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事業
（具体的な施策・内容）

平成２６年度までの目標・方向性

２６年度目標に
対する達成度
（評価）
（A　B　C　D）

平成２４年度（実績・取組状況）
２６年度目標に
対する達成度
（評価）
（A　B　C　D）

      平成２５年度(予定・進捗)

項
目

既定計画（平成22年3月）               Ｈ２４年度　進捗状況・評価          Ｈ２５年度　進捗状況・評価
【評価基準】

A：定常的実施

B：一部着手

C：未着手
D：完了

A
防犯パトロールの実施（新学期等）

A
継続して実施します。

A
安全教育の実施

A
継続して実施します。

A

前年度に引き続き、防災行政無線を利用した交通安全・防犯に関する
放送を行うとともに、下校時の児童の見守りをお願いする放送や安心
メールによる防犯情報の配信を行った。 A

市広報紙、ホームページでの交通安全啓発活動や、警察署への信号
機や横断歩道の設置要望、また看板を設置するなど各種交通安全対
策事業を推進する。

○防災・消防対策の推進

　消防署と消防団の連携を軸にして、防災・消防対策の推進を
図ります。地域住民が中心になってふだんからの防災対策を進
めるとともに、大規模な災害時における災害弱者への対応等に
ついて、地域・関係機関・行政の連携した取り組みを検討しま
す。

　消防署と消防団との連携で防災・消防対策の推進
を強固なものとします。
災害時要援護者への対応については、訓練等を交
えながら、災害時における初動行動を確立します。
平成２０年に組織された防災・安心地域委員会によ
る自主防災活動の推進を支援します。

A

前年度に引き続き、消防署と消防団との連携と併せ、防災・安心地域
委員会、町内会・自治会等と協力し、地域防災力の強化を図るととも
に、地域の防災への取組を支援するため、地域防災リーダーの育成に
取り組む。
災害時要援護者支援事業の運営。 A

・防災・安心地域委員会において、市事務局と検討中
・災害時要援護希望申請の際、関連機関へ情報提供についての同意
を得ている。
・東京都・あきる野市合同総合防災訓練の実施。
・「あきる野市地域防災計画」の改訂。

○あきる野市地域ぐるみ学校安全体制整備推進事業 継続実施します。

A

スクールガード養成講習会　２回実施
スクールガードリーダーによる巡回指導及び子どもたちの見守り活動実
施に当たっての支援を行う。 A

継続実施します。

○安全マップ

　安全な通学路や危険箇所などを示す子育てバリアフリーマップ
を作成し、地域全体で子どもを守る意識の高揚を図っていきま
す。

安全マップの活用を推進します。

C

未実施（継続検討）

C

未実施（継続検討）

継続実施します。○交通安全対策の推進


